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リニア中央新幹線への財政投融資受入れ方針の撤回を求めます 

政府は５月２５日、リニア中央新幹線の大阪延伸を最大８年前倒しするために、財政投融資の活用の

検討を決め、国内の経済政策の指針「骨太の方針」に盛込むことを明らかにした。これを受けて安倍首

相は、６月１日の記者会見で、この方針を認め、約３兆円が延伸用ではなく品川・名古屋間の建設に充

てられることになった。一方、貴社の柘植社長はこれを歓迎し、大阪までの開業を早く実現したい思い

は同じであると、受け入れに前向きの発言をした。 

以上の経緯を踏まえて、最大の疑問は、貴社が２００７年４月にリニア中央新幹線の計画を発表した

時から、ずっと一貫して自社資金による建設を言い続けたこととどう整合性を取るのかということであ

る。貴社は当初から、政治的介入を忌避し経営の自由を維持するため、建設費用は全て自社資金で賄う

と言ってきた。貴社の葛西敬之名誉会長も自著の中でそのことを強調している。自社資金で建設し経営

しても健全経営と安定配当は可能であるという前提のもとに、国土交通省交通政策審議会中央新幹線小

委員会で審議が進められ、事業認可という結論が導かれたのである。 

それにもかかわらず、今回の財政投融資の方針が示された途端、貴社は手のひらを返すが如く、融資

を受け入れたいとの意向を表明した。財政投融資は財投債を資金調達源とした公金である。貴社は国の

財政支援は受けないと数多の説明会でも主張して来たではないのか。 

一般に、新幹線整備事業に財政投融資を用いる場合は、鉄道建設・運輸施設整備支援機構に融資し、

同機構が新幹線を建設したうえで、ＪＲ各社がそれを運用する仕組みになっている。しかし今回の場合

は、同機構を通じて行うにしても、全額をそのまま民間会社であるＪＲ東海に融資する異例かつ特例的

な形をとる。そしてそのための法改正も視野に入れているという。なぜ、貴社だけがこのような恩恵を

受けるのか、合理的な説明がなされていない。もちろん政府の説明も必要だが、貴社にもこれについて

納得できる説明が求められる。 

しかも驚くべきことに、柘植社長は６月８日の記者会見で、「経営の自由や設備投資の自主性を民間会

社として堅持していく」と述べている。これは、市場の十分の一の低金利で公金を受け入れても国には

口を出させないということである。あまりにも身勝手な言い分だと言わざるを得ない。 

国に代わって企業が鉄道という公的事業を遂行する場合、国民や利用客に公言した約束を守るのは最

低限のルールでありモラルである。こうした観点から言えば、今回の貴社の方針転換は、社会的常識を

著しく欠いており、国民を欺くものである。 

私たちは、貴社が新幹線鉄道事業という公的な役割を担う企業として、国民から信頼される立場を維

持するためにも、今回の政府による財政支援の受け入れを拒否し、これを機に、国民が必要としていな

いリニア中央新幹線という巨額事業について拙速な推進を見直すよう強く求める。  
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リニア中央新幹線への財政投融資活用方針の撤回を求める要請書 

 

政府は５月２５日、リニア中央新幹線の大阪延伸を最大８年前倒しするために、財政投融資の活用の

検討を決め、国内の経済政策の指針「骨太の方針」に盛込むことを明らかにした。これを受けて安倍首

相は、６月１日の記者会見で、この方針を認め、約３兆円が延伸用ではなく品川・名古屋間の建設に充

てられることになった。一方、ＪＲ東海の柘植社長はこれを歓迎し、大阪までの開業を早く実現したい

思いは同じであると、受け入れに前向きの発言をした。まず、国会の閉会直後に、何の議論も経ずにこ

うした大転換がはかられたことに訝しさを感じざるを得ない。 

この財投問題は、一言で言うならば完全にルール違反であり、リニア中央新幹線の前提を根底から覆

すものである。そもそもＪＲ東海は、葛西名誉会長が自著『国鉄改革の真実』で述べているように、自

費による実現、政治介入を招く国からの支援の拒否を前提にリニア中央新幹線計画を進めてきた。国も

その方針に沿って、国交省の交通政策審議会で同様の趣旨を是として事業認定し、工事実施計画を承認

した。今回の融資という国の財政支援表明はこれまでの議論を白紙に戻すものである。 

財政投融資は、財投債による公金の支出であり、「国の財政支援は受けない」と言い続けて来たＪＲ東

海が、経営の自主性や投資の自由を維持しつつ、国が口出ししない形で公的な財政支援を受けられるこ

とを意味する。一般に新幹線整備事業に財政投融資を用いる場合は、鉄道建設・運輸施設整備支援機構

に融資し、同機構が新幹線を建設したうえで、ＪＲ各社がそれを運用する仕組みになっている。しかし

今回の場合は、同機構を通じて行うにしても、全額をそのままＪＲ東海に融資する異例かつ特例的な形

をとる。そしてそのための法改正も視野に入れているという。そうまでしてなぜ、ＪＲ東海だけにこの

ような恩恵を与えるのか、合理的な説明がなされていない。また、本格着工以前の段階で、このように

既定の方針を根本から変更するような事業計画をなぜ国交省は認可したのか。交通政策審議会の議論が、

リニアありきで上滑り、杜撰なものだったからではないのか。この点では、国交省の事業認可に至るま

でのプロセスに瑕疵があったと言わざるを得ず、国交省の責任が厳しく追及されなければならない。 

財政投融資は現在１３３兆円もの規模で、このうち貸付金が９５％を占めている。また財投を行うに

当たって「受益者負担」が謳われている。人口が減少していく中で、リニア新幹線が事業として成功す

る保証はない。もし失敗すればその損失は受益者負担として、国民や利用者がそのツケをかぶる可能性

が生じて来る。 

以上の通り、事業計画の根本を覆し、手続き違反の疑いがあり、さらに国民の負担を生じかねないリ

ニア中央新幹線計画への財政投融資方針を撤回するよう強く要請する。併せて、このような拙速な方針

決定に対し強く抗議する。 
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